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税制調査会（第28回総会）議事録 

日 時：令和元年９月26日（木）14時29分～16時00分 

場 所：財務省第３特別会議室（本庁舎４階） 

 

○中里会長 

 第28回税制調査会を開会します。 

 ８月27日に答申の取りまとめに向けた具体的な議論を開始しまして、委員の皆様に

は、様々な御意見をいただいてまいりました。 

 前回の総会で、皆様から御一任をいただきましたので、本日は、前回の皆様の御意

見を踏まえ、私の方で加筆・修正したものを、最終的な答申案として用意しました。 

 皆様のお手元に配付されている答申案を御確認いただければと思います。表題を「経

済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」としており、二つの柱から構

成されています。第一部は、「経済社会の構造変化」を五つの観点から整理したもの

です。第二部は、「令和時代の税制のあり方」として、それらの構造変化に税制がど

のように対応すべきか、その考え方を整理しています。 

 それでは、答申案を事務局に読み上げていただき、委員の皆様に御確認をいただき

たいと思いますが、大変申し訳ございませんが、カメラの皆様はここで御退室をお願

いします。 

（報道関係者退室） 

○中里会長 

 それでは、事務局より読み上げをお願いします。 

○事務局 

はじめに 

平成 25 年６月に、安倍内閣総理大臣から当調査会に対して、「税制については、グ

ローバル化・少子高齢化の進展等の経済社会構造の変化に対応して、各税目が果たす

べき役割を見据えながら、そのあり方を検討することが求められている。その際には、

『公平・中立・簡素』の三原則の下、民需主導の持続的成長と財政健全化を両立させ

ながら、強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活を実現することを目的として、

中長期的視点から、検討を行うことが必要である。以上の基本的な考え方の下、ある

べき税制のあり方について審議を求める。」という諮問がなされた。 

これを受けて、当調査会は、中長期的視点から、経済社会の構造変化を把握し、そ

れに対応するために各税目や税務行政が果たすべき役割を見定めるべく、議論を積み

重ねてきた。これまでの間、有識者からのヒアリングや海外調査を実施するなど、検

討の充実に努め、平成 27 年 11 月の「論点整理」（「経済社会の構造変化を踏まえた税

制のあり方に関する論点整理」平成 27 年 11 月 13 日・税制調査会）をはじめとする報

告書等をとりまとめた。 
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本答申は、こうした成果を踏まえつつ、平成の時代を振り返り経済社会の構造変化

を整理するとともに、新たな令和の時代を見据えた税制のあり方についての考え方を

提示したものである。 

第一 経済社会の構造変化 

令和の時代を迎えるに当たり、平成の 30 年間を振り返れば、我が国の経済社会は、

そのあり方の問い直しを迫る、大きな構造変化に直面している。人口減少・少子高齢

化の進行が最も深刻な課題であることは論を俟たない。個人の働き方やライフコース、

企業経営のあり方など経済社会の様々な側面で多様化がより一層進んでいる。デジタ

ル化の急激な進展も背景に、グローバル化が更なる広がりを見せており、地球規模の

課題も顕在化している。こうした経済社会の構造変化は、税制・財政に大きな影響を

及ぼすとともに、対応すべき重要な課題を提起している。 

１．人口減少・少子高齢化 

我が国の総人口は、2008 年の 12,808 万人をピークに減少に転じた。生産年齢人口（15

～64 歳）は、総人口のピークに先駆けて 1995 年にピークを迎えた。生産年齢人口が総

人口に占める割合（生産年齢人口割合）は、1990 年代前半以降、低下している。高齢

者（65 歳以上）が総人口に占める割合（老年人口割合）は、一貫して上昇を続けてき

ており、2015 年に 25％を超えた。 

合計特殊出生率は、1974 年に人口置換水準を下回って以降、低下を続け、2005 年を

底としてやや上昇傾向にあるが、依然として人口置換水準を下回る水準が続いている。

出生数は、第２次ベビーブーム（1971～1974 年）後は一貫して減少を続けている。そ

の背景には未婚化、晩婚化、晩産化がある。 

今後も人口減少・少子高齢化は一層進行し、厳しさを増していく。総人口が減少し

続けていく中、約半世紀後には、老年人口割合は約４割まで高まる一方、生産年齢人

口割合は約５割にまで低下すると見込まれる。 

こうした変化は、生産年齢の世代を主たる支え手として設計されてきた社会保障制

度や税制・財政に深刻な課題を投げかけている。生産性の向上に取り組みつつ、年齢

が就労の制約とならない社会を構築して支え手を拡大しながら、全世代型社会保障を

実現していくことが求められている。同時に、人口減少・少子高齢化社会における社

会保障制度をはじめとする諸制度のあり方や、それを支える負担のあり方を見直して

いく必要がある。 

また、福祉、教育など住民生活に身近な行政サービスの多くは、地方公共団体が支

えている。全国的に進行する人口減少・少子高齢化は地域における行政サービスの需

要を変動させ、生産年齢人口の減少は行政サービスの供給を支える人材の不足を生じ

させ、その持続可能性に影響を与える。各市町村の人口構造の変化や課題の現れ方は、

その変化の度合いや地理的条件等により様々である。地方公共団体が地域ごとに異な

る課題に取り組み、行政サービスを提供し続けるため、持続可能で安定的な地方税財
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政基盤の構築が必要となる。 

２．働き方やライフコースの多様化 

平成の時代に入り、働き方の多様化が進んだ。雇用者においては、全体数が緩やか

な増加を続ける中、そのペースを上回って非正規雇用者が増加した。その背景には、

バブル崩壊後の景気の悪化や競争の激化を受けた企業の人件費の抑制、女性や高齢者

の就業の拡大が指摘される。非正規雇用者の中には、柔軟な働き方を選ぶ者が存在す

る一方、正規雇用者として働くことを希望する者も存在している。正規雇用者におい

ても、近年、副業・兼業を解禁する動きや、職務、勤務地、労働時間等が限定された、

いわゆる多様な正社員制度を導入する動きが見られる。自営業主等においては、全体

数が減少する中、伝統的な自営業の割合が低下する一方、雇用者でないにもかかわら

ず使用従属性が高い働き方をする者やフリーランスの割合が上昇している。働き方の

多様化と並行して、労働市場の流動化も進んでいる。 

働き方の多様化に伴い、収入や生計のあり方も多様化した。女性や高齢者の就労の

拡大に伴い、共働き世帯や高齢者の就業世帯が増加した。フリーランスなど働き方の

多様化や副業・兼業の解禁の動きに伴い、複数の収入を得る者が増加している。非正

規雇用者の賃金水準は正規雇用者と比べて抑制されており、年齢や勤続年数に応じて

上昇しにくい傾向が見られる。 

働き方の多様化と労働市場の流動化が相俟って、ライフコースそのものが多様化し

ている。人生 100 年時代を迎えて、多くの人々が、子育てや介護、復職や転職、学び

直しを含む多様な人生を送るようになっている。女性の就労拡大に伴い、女性の労働

力率を示すいわゆるＭ字カーブは緩やかになっている。高齢化や未婚化等の影響によ

り、一人の世帯や夫婦のみの世帯、ひとり親と子供の世帯が増加するなど世帯類型の

多様化が進み、一人の世帯が夫婦と子供の世帯を抜いて最も多い類型となっている。 

こうした中、いわゆる就職氷河期世代などには、不本意ながら不安定な仕事に就い

ている、無業の状態にあるなどの者がいる。ひとり親世帯は、平均所得が他の子供が

いる世帯を下回り、子育てと就業の両立などが課題である。最終学歴により平均賃金

に差がある中、世帯所得により大学進学率に違いが見られる。高齢化に伴い高齢者世

帯に資産の蓄積が偏る傾向が見られることに加えて、高齢者世帯間における資産の偏

在も顕著となっているなど、様々な課題が指摘されている。 

このような状況の下、一人ひとりの個人がその事情に応じた多様な働き方やライフ

コースを選択でき、誰もがその能力を思う存分発揮できる社会を実現することが求め

られている。上記を含む諸課題に対しては、政府において様々な取組が進められてき

たところであるが、今後とも、特定の働き方やライフコースを前提とせず、格差の固

定化につながらないよう、社会の諸制度を見直していく必要がある。 

３．グローバル化の進展 

平成の時代に、国際的な貿易や資本移動の自由化を背景として、我が国の経済は
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貿易立国から投資立国へと構造を転換した。製造業の生産拠点の海外移転もあり、貿

易収支の黒字が激減した一方、過去の経常黒字を背景とする対外投資の蓄積により、

海外からの利子・配当等の受取である第一次所得収支の黒字が大幅に拡大した。モノ

やカネの動きに加えて、近年では外国人の会社役員や労働者、観光客が増加するなど、

ヒトの動きのグローバル化も一層進んでいる。 

近年、インターネットを基盤とするＩＣＴ（Information and Communi-cation 

Technology：情報通信技術）が革新的な発展を遂げ、デジタル化が経済や社会のあら

ゆる局面で進んだことにより、情報、データ、サービスのクロスボーダーの流れが急

速に増大し、経済社会のグローバル化を一層加速させる要因となっている。 

このような動向の中、企業のビジネスモデルも大きく変化している。生産、雇用、

販売、マーケティング等が最適な国・地域に展開されるようになり、活動が複雑化し

ている。電子商取引が急増する中、物理的な拠点を置かない外国での事業展開も可能

となっている。知的財産等の可動性の高い無形資産が付加価値の中核を占める財・サ

ービスが増え、企業経営に大きな影響を与えるようになっている。 

また、経済面にとどまらず、気候変動問題などの地球規模の課題が顕在化している。

国際協調を図りつつ、経済社会システムの変革を通じて脱炭素社会の実現を含む環

境・エネルギー上の諸課題に対応し、環境と成長の好循環を実現することが重要とな

っている。 

４．経済のデジタル化 

近年、情報通信基盤が一層発達するとともに、スマートフォンやタブレット型端末

といった小型で高機能の情報通信機器を多くの人が利用するようになった。経済や社

会のあらゆる場面においてＩＣＴやＩｏＴ（Internet of Things：モノのインターネ

ット）の活用が進む中、個人や企業の活動も劇的に変化している。 

商品の購入や金融等の様々な取引は、今やオンラインで行うことが日常化した。昨

今は、個人によるオンラインの中古品売買や、民泊、ライドシェア等のシェアリング

エコノミーが活発化し、オンラインのプラットフォームを通じた個人への業務委託の

仕組みも広がっている。その中で、個人の働き方や収入のあり方も多様化している。 

また、クラウドサービスやＡＰＩ（Application Programming Interface）の利用に

より企業の業務を効率化する取組や、ＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能）や

ビッグデータ解析などの先端技術を駆使して、大量のデータを分析・活用する事業活

動が広がっている。ＩＣＴやデータを活用して第三者に多種多様なサービスの「場」

を提供するデジタル・プラットフォーマーは、革新的なビジネスや市場を生み出し続

けるイノベーションの担い手となっている。一方、顧客の個人情報等を大量に取得・

利用し、顧客の所在する国に物理的な拠点を置かずに事業を展開する等、個人情報保

護、競争政策、課税等の面で新たな課題を提起している。また、デジタル経済の下で

は、他に先んじて新たな付加価値やビジネスモデルを創出した企業が市場を席巻する
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ことが容易となっている。我が国の産業の競争力を維持向上させるため、イノベーシ

ョンの促進や成長産業への経営資源のシフト等を大胆に進めることが求められる。 

さらに、ＣＡＳＥ（Connectivity, Autonomous, Shared & Service, Electric：ツ

ナガル・自動化・利活用・電動化）の潮流の中、ビジネスモデルや使用形態等が大き

く変革しつつある自動車を例に挙げると、利便性や環境性の向上が期待される一方、

制度やインフラ面の環境整備、社会的コストの負担のあり方等が課題となっている。 

このように、デジタル経済の進展は、新たな経済活動の機会を提供するとともに、

社会制度のあり方に見直しを迫っている。 

５．財政の構造的な悪化 

昭和の終わりから平成の初めにかけて、バブル期に税収は大幅に増加し、平成２年

度に特例公債からの脱却が一旦は実現されたものの、その後は財政収支が急速に悪化

した。平成から令和に至り、失業率が約 26 年ぶりの低水準で推移し、ＧＤＰギャップ

がプラスに転じてもなお、多額の財政赤字が生じている。このような状況は、主とし

て、歳出・歳入の両面を通じた以下の構造的な変化に起因している。 

平成２年度と平成 30 年度の歳出を比較すると、社会保障関係費以外の政策経費はほ

ぼ同水準である一方、高齢化等の影響により社会保障関係費が約３倍に増加し、総額

は約 1.4 倍に拡大した。今後、高齢化の更なる進行が見込まれる中、これまでより一

層の制度改革がなければ、社会保障関係費の更なる大幅な増加は避けられない。 

歳入面においては、譲渡益や利子等に係る所得税収を中心に、バブル期に膨張した

税収が剥落した。消費税が平成元年度に創設され、税率が引き上げられてきた一方、

消費税の創設とあわせた個別間接税の廃止、中低所得者層を中心とした所得減税、累

次の法人税率の引下げなど、制度的な減税が重ねられてきた。近年、景気の回復や消

費税率の８％（国・地方）への引上げもあり、税収は増加し、平成 30 年度には平成２

年度を超え、過去最高の水準となった。しかしながら、現在の税制は、高齢化等の影

響により拡大する歳出を賄うことができておらず、その基本的な役割である財源調達

機能を十分に果たせていない。 

地方税財政においても、少子高齢化の影響により社会保障関係費等の歳出が増加し

ている。平成２年度と平成 30 年度の地方財政計画を比較すると、この間、行財政改革

に取り組んできたが、社会保障関係費等の一般行政経費は約３倍に拡大している。歳

入面では、近年、景気が回復する中で、地方税収も増加が続き、特例債である臨時財

政対策債については、令和元年度地方財政計画においては既往債の元利償還に係る分

のみとなった。しかしながら、依然として一般財源総額の確保のためにその発行が必

要な状況となっているなど、引き続き厳しい財政状況にある。地方分権の観点からは、

地域における行政サービスの経費を地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うこ

とが基本であり、今後とも地方税の充実確保を図ることが重要である。 

政府は、2025 年度（令和７年度）の国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を
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目指すとともに、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すこととしてい

る。こうした目標に向けて、経済成長との両立を図りつつ、歳出・歳入の両面の改革

を継続していくことが不可欠である。 

第二 令和時代の税制のあり方 

当調査会は、上述のような経済社会の構造変化を踏まえて、平成 27 年 11 月の「論

点整理」等をとりまとめてきた。これらを踏まえて、働き方やライフコースの多様化

への対応や所得再分配機能の回復等の観点からの個人所得課税の諸控除の見直しをは

じめとする、税制の見直しが進められてきた。令和の時代においても、こうした取組

を更に進めていかなければならない。令和の時代の税制は、持続的かつ包摂的な経済

成長の実現と財政健全化の達成の両立を目指す経済財政政策を踏まえて、「公平・中

立・簡素」を基本としつつ、大きく以下の課題に対応していく必要がある。 

１．人口減少・少子高齢化への対応 

人口減少・少子高齢化に対応し、社会保障制度と財政を持続可能なものとするため

には、勤労世代が減少していく中にあっても十分かつ安定的な税収基盤を確保するこ

とが不可欠である。その際、経済のグローバル化の進展にも対応して、経済成長との

両立を考慮する必要がある。 

高齢化の進行等により、社会保障給付が急速に増加している。一方、少子化の影響

により、勤労世代は今後も減少を続けていく。このような状況の下で、社会保障給付

を賄うため、専ら勤労世代の所得に負担の増加を求めていくことは、自ずと限界があ

る。将来世代へ負担を極力先送りすることなく、現在の世代が幅広く負担を分かち合

うことが求められる。 

また、経済のグローバル化が進展し、企業間や国・地域間の競争が激化する中、企

業の負担のあり方については、国際競争力への影響も考慮する必要がある。 

消費税は、世代や就労の状況にかかわらず、消費の水準に応じて、国民が幅広く負

担を分かち合う。所得に対して逆進的であるとの指摘がある一方、投資や生産、勤労

意欲に対する影響や景気による税収の変動が相対的に小さい。国境税調整の仕組みの

存在により、内外の税率差による国際競争力への影響を遮断できる。 

こうした点を踏まえ、平成元年度に創設された消費税は、社会保障の充実・安定化

と財政健全化の同時達成を目指す社会保障・税一体改革の中で、社会保障目的税化さ

れ、本年 10 月には全世代型社会保障の構築に向けて税率が 10％（国・地方）に引き上

げられる。人口減少・少子高齢化と経済のグローバル化が進む中、消費税の役割が一

層重要になっている。 

２．働き方やライフコースの多様化等への対応 

働き方やライフコースの多様化を踏まえて、公平で中立的な税制を構築することが

必要である。家計の資産状況の変化を踏まえて、格差の固定化を防止しつつ、資産移

転の時期の選択に中立的な税制を構築することが必要である。あわせて、近年の税・
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社会保障政策等の影響も念頭に置きつつ、再分配のあり方についても検討を続けてい

くことが重要である。 

⑴ 個人所得課税における諸控除の見直し 

我が国の個人所得課税については、年功賃金・終身雇用を核とする日本型雇用シス

テムの下、給与所得者が増加し納税者の大半を占めるに至る中、これまでその負担軽

減を行う際には、給与所得控除等の所得計算上の控除に著しく依存した見直しが行わ

れてきた。この結果、諸外国では、総じて言えば負担調整における人的控除の役割が

大きいのに対して、我が国では基礎控除等の人的控除の果たす役割が比較的小さなも

のに止まっている。 

近年、特定の企業に属さずフリーランスとして業務単位で仕事を請け負うなど働き

方の多様化が進展している中、所得の種類ごとに様々な負担調整を行うのではなく、

人的な事情に応じた負担調整を行う人的控除の重要性が高まっていると考えられる。

このような変化を踏まえ、当調査会は平成 27 年 11 月の「論点整理」等において、所

得再分配機能の回復を図り、働き方にかかわらず経済力に応じた公平な負担の実現に

向け、個人所得課税の諸控除の見直しについての考え方を提示した。平成 29 年度税制

改正で女性の就業促進の観点も踏まえ配偶者控除の見直しが行われたほか、平成 30 年

度税制改正では、フリーランスや起業など様々な形で働く人を支援するため、給与所

得控除や公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替える見直しが行われた。あわせて、

所得再分配の観点から、所得が一定の額を超える者について基礎控除額及び配偶者控

除額等を逓減・消失させるとともに、公的年金等以外に高い所得を得ている者につい

ては公的年金等控除の額を引き下げるなど、各種控除の適正化が行われた。 

（参考）平成 27 年 11 月の「論点整理」で提示した人的控除の控除方式 

① 課税所得の一部にゼロ税率を適用することにより税負担を求めないこととする

方式 

② 一定の所得金額に最低税率を乗じた金額を税額から控除することにより税負担

を軽減する方式 

③ 所得控除方式の下において、控除額に一定の上限を設け、所得の増加に応じて

控除額を逓減・消失させる方式 

今後も、働き方の多様化や格差を巡る状況の変化を注視しつつ、働き方の違いによ

って不利に扱われることのない、個人の選択に中立的な税制の実現に向け、所得再分

配機能が適切に発揮されているかといった観点も踏まえながら、諸控除の更なる見直

しを進めることが重要である。その際、収入のあり方の多様化も踏まえ、事業所得等

に対する適正・公平な課税を実現するための環境整備についても検討していく必要が

ある。 

また、個人住民税についても、働き方の多様化等を踏まえ、前述した見直しの方向

性に沿った検討を進めていくことが必要である。その際、個人住民税は、地域社会の
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費用を住民がその能力に応じ広く負担を分任するという性格を有することや、応益課

税としての性格を明確化する観点から比例税率により課税されていることなど、その

性格等を踏まえる必要がある。 

⑵ 企業年金・個人年金等に関する公平な税制の構築 

人生 100 年時代において、働き方やライフコースが多様化しており、全世代型社会

保障の構築と合わせて、一人ひとりの個人が老後の生活に備えるための準備を公平に

支援するための税制の構築が求められている。 

我が国においては、これまで企業年金や個人型確定拠出年金（iDeCo）等の私的年金

に関する税制が段階的に整備・拡充されてきた中、働き方の違い等によって税制の適

用関係が異なることや、各制度それぞれで非課税拠出枠の限度額管理が行われている

ことといった課題がある。 

諸外国の例を見ると、企業年金・個人年金等の私的年金が老後の生活の重要な支え

になっており、働き方によって税制上の取扱いに大きな違いが生じないよう配慮する

仕組みも整備されている。例えばイギリスやカナダにおいては、加入している私的年

金等の組み合わせにかかわらず同様の非課税拠出を行えるよう、各種私的年金に共通

の非課税拠出限度額を設けており、働き方の違い等によって有利・不利が生じないよ

うな仕組みとなっている。また、諸外国では、拠出・運用段階は一定の限度額まで非

課税としつつ、給付段階においては、我が国のような年金収入に対する大きな控除は

なく、基本的に課税とする例が多くなっている。諸外国の個人所得課税における負担

調整では、特定の収入にのみ適用される所得計算上の控除ではなく、人的控除の役割

が大きいことは、上述のとおりである。 

（参考）諸外国における企業年金・個人年金の非課税拠出限度額 

・ イギリス、カナダでは、非課税拠出限度額について共通枠が設けられており、

企業年金、個人年金いずれに拠出した場合でも、非課税にできる拠出額の合計額

は一定にされている。 

・ アメリカでは、企業年金加入者について、個人退職勘定（ＩＲＡ：Individual 

Retirement Account）の非課税拠出限度額を所得に応じて逓減させるなど、働き

方による差が大きくならないように工夫されている。 

・ フランスでは、企業年金や自営業者用の私的年金など、制度ごとに非課税拠出

限度額が設定されているが、各制度に拠出した金額が個人年金である個人年金貯

蓄制度（ＰＥＲＰ：Plan d'épargne retraite populaire）の非課税拠出限度額か

ら控除されることで調整がなされている。 

我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしつつ、働き方の違い等によって

有利・不利が生じないような企業年金・個人年金等に関する税制上の取扱いについて

検討するとともに、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な税負担のあり方につい

ても検討する必要がある。 



9 
 

退職給付に係る税制についても、給付が一時金払いか年金払いかによって取扱いが

大きく異なり、退職給付のあり方に対して中立的ではなく、また、勤続期間が 20 年を

超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが、転職の増加など働き方の多様化を

想定していないとの指摘がある。 

退職金も含めた賃金形態の多様化や転職機会の増加などが進む中、給与・退職一時

金・年金給付の間の税負担のバランスについても、働き方やライフコースの多様化を

踏まえた丁寧な検討が必要である。 

こうした課題については、諸外国と我が国では雇用慣行等の経済社会環境や公的年

金制度に違いがあることや、企業年金・個人年金等は企業の退職給付のあり方や個人

の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、その検討を丁寧に行い、関係する

税制の包括的な見直しを行っていくべきである。 

上述の企業年金・個人年金等に関する税制のほか、近年、貯蓄・投資等に関する税

制も整備・拡充されてきているが、勤労者財産形成年金貯蓄やＮＩＳＡ（少額投資非

課税制度）など様々な制度が並立する中、引出し制限の有無や少額からの積立を促す

仕組みの有無など、制度間での差異が存在している。今後は、一人ひとりのライフプ

ランに応じた積立・分散投資など、退職後の生活への計画的な準備を適切に支援して

いく観点から、関連する税制を整理していく必要がある。その際、利用者の視点に立

って、簡素で分かりやすい制度にすることが重要である。 

また、金融所得については、これまで一体化の取組が進められてきており、他の所

得と分離して比例的な税率で課税されている。今後の課税のあり方については、勤労

所得との間での負担の公平感や所得再分配に配慮する観点から、諸外国の税制も参考

にしつつ、総合的に検討していくべきである。 

⑶ 資産再分配機能の適切な確保と資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築 

①資産再分配機能の適切な確保等 

相続税については、バブル期の地価の上昇等に対応して、負担軽減の観点から基礎

控除の引上げや税率構造の緩和等が行われてきた。その後、地価の下落に伴った見直

しが行われず資産再分配機能が低下していたが、その回復を図る観点から、平成 25 年

度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構造の見直しが行われた。 

今後、死亡者数の増加により相続発生件数の増加が見込まれる中、出生率低下に伴

う相続人数の減少傾向が、相続人一人ひとりが被相続人から引き継ぐ財産を増加させ

る要因となり得る。高齢世代内における資産蓄積の偏在が、相続を機会に次世代に引

き継がれる可能性も増している。こうしたことから、資産課税の有する再分配機能は

引き続き重要である。平成 25 年度税制改正の見直しによる効果も踏まえつつ、資産課

税が適切な再分配機能を果たしていくべく、そのあり方を不断に検討していく必要が

ある。 

なお、社会保障制度を通じた「老後扶養の社会化」が進展してきていることを踏ま
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えれば、被相続人が生涯にわたり社会から受けた給付を清算するという観点からも、

資産課税は重要な役割を果たすものである。 

②資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築と格差固定化の防止 

経済のストック化の進展に伴い、高齢世代における資産蓄積が顕著となっており、

例えば金融資産保有残高は 60 歳代以上に偏在する状況となっている。高齢化が進んだ

結果、「老老相続」が増加しており、相続によっては消費意欲の高い若年世代への資産

移転が進みにくい状況になっている。 

また、贈与税については、相続税負担の回避を防止する観点から高い税率が設定さ

れているため、生前贈与に対して一定の抑制が働いていると考えられる。平成 15 年度

税制改正においては、暦年課税との選択制として、相続税・贈与税の一体化措置であ

る相続時精算課税制度が導入された。この制度を選択した場合、それ以降の税負担は

資産移転の時期の選択によらず一定となるため、生前贈与に対する抑制は働かないと

考えられるが、必ずしも広く利用されている状況ではない。 

諸外国では、相続と生前贈与をより一体的に捉えて課税を行うことで、資産移転の

時期の選択に対する税制の中立性を確保している例が見られる。例えばアメリカでは、

累積贈与額と遺産額を合わせた生涯の資産移転額に対する累進課税を行うことで、資

産移転の時期の選択に中立的な税制となっている。この結果、移転時期を操作するこ

とによる累進回避もできず、生涯の税負担は一定である。また、フランスでは 15 年間、

ドイツでは 10 年間の累積贈与額及び相続財産額について、一体的に累進課税を行う制

度となっており、累積期間内では資産移転の時期によらず税負担が一定となる。 

我が国においても、こうした諸外国の例を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一

体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方

を見直し、格差の固定化を防止しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築

する方向で、検討を進める必要がある。 

他方、資産の早期移転による消費拡大を通じた経済の活性化を図るための時限措置

として、各種の贈与税非課税措置が設けられているが、限度額の範囲内では家族内に

おける資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっており、格差の固定化

につながりかねない側面がある。機会の平等の確保の観点などを踏まえ、資産移転の

時期の選択に中立的な税制を構築していくこととあわせて、これら各種の非課税措置

のあり方についても検討していく必要がある。 

３．経済のグローバル化やデジタル化等への対応 

経済のグローバル化の進展に対応して、国際競争力への影響の観点から、新しい産

業や事業が興りやすく新規開業が行われやすい環境の整備に資する税制を構築するこ

とが必要である。企業間の公正な競争条件を整える観点から、国際的な租税回避に対

応することも必要である。あわせて、経済のデジタル化に伴い顕在化した国際課税上

の課題について、国際合意に基づく解決策のとりまとめに向けて積極的な役割を果た
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していくべきである。企業の経済活動が多様化・複雑化する中、グループ経営の実態

を踏まえて連結納税制度を見直すこと等も必要である。 

⑴ グローバル化に対応した法人課税のあり方 

経済のグローバル化の進展に伴い、企業が生産、雇用、販売、マーケティング等を

最適な国・地域に展開するようになってきたことを踏まえて、我が国の国際競争力の

維持向上及び持続的な経済成長の維持促進に資するよう、租税条約や国内税制の見直

しが行われてきた。 

租税条約は、課税関係の安定化や二重課税の除去等を通じて、健全な投資・経済交

流の促進に資するものであり、情報交換協定等を含めた租税条約ネットワークは現在

132 か国・地域に拡大し、我が国の対外直接投資残高の約 99％をカバーするに至って

いる。今後、経済情勢の変化に対応すべく既存条約の改正を進めるとともに、アフリ

カ諸国など我が国との投資関係の発展が見込まれる国との間の新規条約を締結するこ

とにより、租税条約ネットワークの質・量の両面での更なる充実に取り組むべきであ

る。 

また、我が国の企業の外国子会社が海外で稼得する利益の増大を背景に、平成 21 年

度税制改正において外国子会社配当益金不算入制度が導入され、外国子会社からの配

当に係る二重課税の排除方法について、間接外国税額控除方式から益金不算入方式に

大きく転換した。これは、企業の配当政策に対する税制上の中立性を確保することで、

外国子会社の利益の国内還流に向けた環境を整備するものであった。 

さらに、法人課税については、当調査会が平成 26 年６月にとりまとめた「法人税の

改革について」に基づいて、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え

方の下、平成 27 年度及び 28 年度税制改正において成長志向の改革が行われた。この

改革により、コーポレートガバナンスの強化や企業の生産性向上のための様々な取組

と相俟って、我が国の立地競争力の向上や企業の競争力の強化が図られた。 

また、課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保しつつ税率を引き下げるこ

とを通じて、法人税の負担構造を改革することにより、利益を上げている企業の再投

資余力を増大させるとともに、収益力改善に向けた企業の取組を後押しした。課税ベ

ースの見直しは、法人間での課税の公平のみならず、企業の選択を歪めない中立的な

税制の観点からも重要である。 

この点に鑑みれば、租税特別措置は、政策効果を損なうことがないよう、経済社会

環境の変化に応じて、毎年度、期限が到来する措置を中心にゼロベースで廃止を含め

た見直しを行うことが重要である。例えば、適用が特定の産業に集中している措置や、

広く適用されていたとしても既に政策目的を達成したと考えられる措置、長年にわた

り存続して政策インセンティブが機能していないような措置等は、可能な限り廃止・

縮減する必要がある。新しい産業や事業が興りやすく新規開業が行われやすい環境を

整備するとともに、より成長性の高い事業への経営資源の移動を促し、生産性を高め
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ていくためにも、租税特別措置を真に必要なものに重点化することが重要である。 

見直しを行う際には、政府全体で進められているＥＢＰＭ（Evidence-Based Policy 

Making：証拠に基づく政策立案）の取組も踏まえつつ、租税特別措置の適用状況の透

明化等に関する法律に基づく適用実態調査や客観的なデータによる効果検証などを活

用していくべきである。 

⑵ 国際的な租税回避への対応 

従来の国際課税に関する議論は、各国の課税権が重複する場合の二重課税の調整が

中心であった。これに対して、2012 年（平成 24 年）にＯＥＣＤ租税委員会で立ち上げ

られたＢＥＰＳ（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食・利益移転）プロジ

ェクトは、多国籍企業による税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避あるいは二重非

課税の問題に対する積極的な国際協調へ移行したという点において、極めて画期的な

取組であった。 

2015 年（平成 27 年）の最終報告書の公表以後、ＢＥＰＳプロジェクトは各国による

実施段階に入っている。プロジェクトの立上げ時より主導的役割を果たしてきた我が

国は、その合意事項を着実に実施し、企業間の公正な競争条件を整えるべく、累次の

国内法改正や租税条約への反映を進めてきた。近年、クロスボーダーの組織再編や資

本取引など、企業の国際的な経済活動はますます活発となっており、これに伴い国際

課税制度の重要性も高まっている。引き続き、税源浸食・利益移転に適切に対処する

ため、租税回避の態様に応じた個別的な対応策を丁寧かつ迅速に整備していくことが

重要である。 

また、いわゆるパナマ文書の流出などにより、脱税や租税回避等のための税務・金

融情報の秘匿に対する国際的な批判が高まったこともあり、税務当局間の情報交換を

通じた「税の透明性」に関する取組が大きく進んでいる。我が国では、2018 年（平成

30 年）から、ＯＥＣＤが策定した共通報告基準（ＣＲＳ：Common Reporting Standard）

に基づく非居住者の金融口座情報の自動的情報交換及び多国籍企業情報に関する国別

報告事項（ＣｂＣＲ:Country-by-Country Report）の自動的情報交換を開始した。今

後、このような交換により取得した情報の効果的な活用が求められる。制度面におい

ても、国際的な議論を踏まえながら、適正・公平な課税の実現に向けて必要な見直し

を行っていくべきである。 

⑶ 経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題への対応 

経済のデジタル化の進展に伴い、大量のデータや知的財産等の無形財産が新たな付

加価値を創出し、生産性を高め、グローバルな経済の成長をもたらす要素となってい

る。一方、物理的な拠点なく事業を行う外国企業に対して市場国が適切な法人課税を

行えないといった、現行の国際課税原則の問題が顕在化している。「恒久的施設（ＰＥ：

Permanent Establishment）なければ課税なし」との考え方は、国家間の課税権配分を

決定するための基本原則であるが、物理的拠点を有さずに市場国で経済活動を行うビ
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ジネスモデルに対応しきれていない。また、企業グループ内取引の国際課税上の利益

配分を定める独立企業原則においても、多国籍企業が移転の容易な無形資産によって

超過利益を得ている場合や、市場国における活動に係る機能・リスクを限定すること

で課税される利益が抑えられているような場合、課税権の配分が適切になされるよう

機能しているのかについて疑義が生じている。 

こうした問題に対して各国が協調せずに個別に対応策をとれば、企業のビジネス展

開上の不確実性を増加させ経済活動に負の影響をもたらす。国際的な合意に基づく協

調した対応策が採用されることが重要である。こうした観点から、現在、ＯＥＣＤを

中心に、以下の二本の柱に基づく解決策が模索されている。 

解決策の「第一の柱」として、多国籍企業の経済活動に関して、市場国において創

造される価値を勘案し、新しい課税根拠（いわゆるネクサス）や利益配分ルールを通

じて市場国に適切な課税権を与える方向での検討が進められている。我が国としては、

デジタル・プラットフォーマーの新たなビジネスモデル等に適切に課税できるように

すると同時に、製造業を中心とする投資輸出国であることを踏まえ、市場国に与えら

れる新たな課税権の対象を適切に設定することが重要である。 

解決策の「第二の柱」として、多国籍企業が経済活動の拠点をいかなる国・地域に

置くかにかかわらず、最低限の租税を負担することを確保する方策が検討されている。

経済のデジタル化により、無形資産等に関連する利益の軽課税国への移転がますます

容易になる中、企業の公平な競争環境を整備するとともに、「底辺への競争」とも言わ

れる法人税の引下げ競争に歯止めをかけるべく、国際協調を進めていくことが重要で

ある。 

また、新しいルールの導入に当たっては、企業活動における予見可能性を確保する

ことや、コンプライアンス上の過度な負担を課さないように配慮することが必要であ

る。さらに、二重課税が生じないよう、紛争防止・解決メカニズムを強化するべきで

ある。 

本年のＧ２０議長国である我が国は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題につい

て、国際的な合意に基づく解決策を 2020 年（令和２年）までにとりまとめるべく、引

き続き積極的な役割を果たしていくべきである。また、国内においても、国際的な議

論を踏まえながら、適正な課税を確保するための方策について引き続き検討していく

必要がある。 

⑷ 企業経営の実態を踏まえた連結納税制度の見直し 

連結納税制度は、企業の組織再編成を促進し、我が国の企業の国際競争力の維持強

化と経済の構造改革に資することになるとの考えに基づき、平成 14 年度に導入されて

以降、15 年余りが経過した。その間、本制度は企業グループの一体的経営を進展させ、

競争力を強化する中で有効に活用されてきた。一方、親法人への情報等の集約化の程

度は様々である、本制度の下での税額計算が煩雑である、税務調査後の修正・更正等
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に時間がかかり過ぎる、といった指摘があり、損益通算のメリットがあるにもかかわ

らず、本制度を選択していない企業グループも多く存在する。 

このため、本制度の適用実態や多様なグループ経営の実態を踏まえた見直しを行う

ことにより、企業がより効率的にグループ経営を行い、競争力を十分に発揮できる環

境を整備する必要がある。こうした問題意識を踏まえ、当調査会の下に「連結納税制

度に関する専門家会合」を設置して検討を進め、本年８月にとりまとめを行い、見直

しに当たっての基本的考え方等を示したところである。 

すなわち、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本

的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化により、企業の事務負担の軽減を図ることで、

企業グループの事務処理能力の差が制度の選択に与える影響をできる限り小さくし、

課税の中立性・公平性を確保する必要がある。具体的には、企業グループ全体を一つ

の納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各

法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行う仕組みと

することが適当である。また、組織再編税制との整合性や租税回避防止の観点も重要

である。 

今後、上記を含め専門家会合におけるとりまとめの内容を踏まえながら、具体的な

制度設計を進めていくべきである。 

⑸ 気候変動問題等への対応 

気候変動対策を進めることは喫緊の課題となっており、世界全体で取組が加速する

中、我が国も、環境と経済成長との好循環を実現し、世界のエネルギー転換・脱炭素

化を牽引する決意の下、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、エ

ネルギー、産業、運輸等の各分野において幅広い施策を横断的に実施することとして

いる。 

また、デジタル経済が社会のあらゆる場面で進展し、ＩｏＴ、自動運転といった技

術革新で新たなモビリティサービスが拡がりつつあるなど、自動車を取り巻く環境は

大きく変わろうとしている。法制面やインフラ面の整備が進められる一方で、自動車

の電動化の加速や、保有から利用へのシフトの拡大は、国・地方の重要な財源である

車体や燃料に係る税収に対しても更なる影響を及ぼしうるものであり、税制面からの

対応も課題となっている。 

こうした経済社会の構造変化に対応するため、エネルギー関係諸税や自動車関係諸

税等について、関連する政策との関係、国際的な動向、国民生活や産業への影響等を

踏まえながら、国・地方の財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあ

り方について、中長期的な視点に立って検討を行う必要がある。 

４．デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現 

⑴ 基本的な考え方 

デジタル経済の進展、働き方の多様化、国境を越えた取引の増大といった経済社会
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の構造変化に対応し、申告納税制度の下、納税者及び税務当局を含む社会全体のコス

トを最小限に抑えつつ、納税者の自発的な納税義務の履行が適正かつ円滑に実現でき

るよう、制度上及び運用上の措置を講じていくことが重要である。 

そのためには、まず、ＩＣＴの活用により、納税者の利便性の更なる向上やコンプ

ライアンスコストの最小化を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確な手続を行

うことができるような仕組みを構築することを目指すべきである。 

また、経済取引が複雑化する中、課税逃れの未然防止や早期是正等を図るためには、

課税関係の判断に必要となる情報について、納税者による自主的な開示を促すととも

に、税務当局も広く参考となる情報を適時に提供するなど、納税者の予見可能性を高

めていくことが必要である。税務調査などの事後的な対応については、特に必要性の

高い分野や悪質な事案等に重点化した上、それらが効率的かつ効果的に実施されるよ

う環境を整備していくべきである。 

これらの取組を進めていく際には、ＩＣＴ化の進展や経済におけるデータの集積・

利活用の拡大を踏まえ、セキュリティの確保に万全を期すとともに、納税者及び税務

当局における税務関係手続の流れを大胆に、かつ、スピード感を持って見直す業務改

革の視点が重要である。その際、デジタルファースト（原則として、個々の手続・サ

ービスが一貫してデジタルで完結する）の考え方の下、関連する業務プロセスを抜本

的に見直すべきである。このような税務関係手続の思い切った見直しを梃子として、

企業経営のＩＣＴ化を後押しし、生産性の向上を促すことが極めて重要である。 

こうした考え方の下、税制や税務行政に対する国民の信頼を維持するとともに、税

の意義・役割等に対する理解を深めるための取組を充実させる必要がある。 

⑵ ＩＣＴを活用した納税者利便の向上 

①マイナポータルやスマートフォンを活用した電子申告の推進等 

暗号資産取引やシェアリングエコノミーなど新たな経済取引の普及や個人の働き方

の多様化等に伴い、確定申告が必要となる納税者数も増加しつつある。こうした新た

な経済分野の健全な発展を図る観点からも、個々の取引を行う納税者が簡便かつ適正

に申告できる環境を整備することが重要である。 

具体的には、１）オンライン上のプラットフォーム事業者や関係行政機関等の協力

も得つつ、申告に必要となる収入や所得控除等に係るデータをマイナポータルに集約

するとともに、国税電子申告・納税システム（e-Tax）とも連携し、簡便に電子申告を

行うという仕組みが考えられる。また、２）国税庁ホームページ上で確定申告書を作

成できる「確定申告書等作成コーナー」において、現在、簡易な申告を行う納税者向

けにスマートフォン専用画面が提供されているが、その対象者を拡大していくことが

考えられる。さらに、３）年末調整についても、マイナポータルに集約された控除関

係書類データを各種申告書の作成に活用し、勤務先に電子的に提出することにより、

社会全体のコスト削減や、企業の生産性向上等を図ることが考えられる。 
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このような税務手続の電子化やそれに伴うプロセスの見直しは、利便性の向上や誤

りの未然防止のみならず、企業等における業務の簡素化や効率化にもつながることか

ら、具体的な工程を示しつつ、官民が協働して、スピード感を持って推進すべきであ

る。あわせて、マイナポ―タルに集約された情報の活用や申告書の作成、電子送信を

行うシステムの操作性についても、利用者の視点に立ち、諸外国の取組も参考にしつ

つ、検討する必要がある。 

また、納税者利便の向上の観点からは、申告手続等に加え、国税の納付についても、

納税者が税務署等の窓口に赴くことなく、簡便かつ迅速に完結できることが重要であ

る。こうした観点から、現在、国税庁では、オンラインにより国税を納付できる仕組

みを提供しているが、実際には金融機関の窓口で納付を行っている割合が依然として

大きい。オンライン上の操作により銀行口座から直接納税を行う仕組みであるダイレ

クト納付をはじめ、キャッシュレス納付の推進は、納税者利便の向上のみならず、金

融機関や税務当局の業務の効率化にもつながると考えられる。そのため、現在、キャ

ッシュレス納付の利用が進んでいない理由を分析するとともに、その結果も踏まえ、

利用勧奨や広報・周知、既存の納付手段の改善等の取組を計画的に進めていく必要が

ある。 

税務関係手続のデジタル化を実現するためには、デジタル・ガバメントの実現に向

けた取組を政府一体となって推進する必要がある。諸外国においては、我が国のマイ

ナンバー制度に相当する番号制度を活用し、税制・社会保障制度等における手続の利

便性と公平性を共に向上させる取組が早くから進められている。我が国においても、

マイナンバー制度を社会の情報連携インフラとして最大限活用することが不可欠であ

る。政府全体として、マイナンバーカードの普及とその利便性の向上等を図るととも

に、社会保障の公平性の実現や適正・公平な課税、利用者の手続負担の軽減の観点等

から、マイナンバーの利活用を進めるべきである。 

②電子帳簿等保存制度の見直し 

納税者の利便性の更なる向上を図りつつ、同時に取引や申告の段階から正確な手続

を行うことができるような仕組みを構築する観点からは、電子的に授受された請求書

や領収書等のデータがそのまま帳簿データに反映されることが望ましい。また、事後

的な検証も可能となるよう、それらのデータが適正な形式で保存されることは、令和

５年 10 月以降、原則として全ての消費税課税事業者に適用される適格請求書等保存方

式（いわゆるインボイス制度）の円滑な実施にも資すると考えられる。 

帳簿や請求書等のデータについては、平成 10 年に導入された電子帳簿等保存制度に

より、所定の要件の下、電子的に保存を行うことが認められている。例えば、取引相

手から電子的に受信した請求書等のデータは、タイムスタンプを付すなどデータの適

正性を確保するための所定の措置をとった上で、データのまま保存することが認めら

れている。しかし、ＩＣＴの進展に伴い、現在ではこのほかにも多様な手段によりデ
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ータの適正性を確保することが可能となっていると考えられる。また、例えば、従業

員によるスマートフォンのアプリを利用したキャッシュレス決済や、アプリ提供業者

から直接提供されるデータを活用した経費精算など、電子帳簿等保存制度の導入時に

は想定していなかったデータの授受やその活用方法も見られるようになっている。 

このようなＩＣＴの活用により、企業等の業務プロセスの簡素化・効率化や誤りの

未然防止等を図る観点から、企業等の規模や業種に応じた経理・税務手続の実態を踏

まえた上で、データの適正性の確保にも配慮しつつ、電子帳簿等保存制度の見直しを

進めるべきである。 

③地方税務手続の電子化の推進 

地方税におけるＩＣＴの活用等については、納税者の利便性向上、課税当局の業務

効率化・省力化はもちろんのこと、国税・地方税間の連携がより一層、円滑になるこ

とで、適正・公平な課税の確保にも資することや、地方税務手続の電子化が結果的に

地方公共団体ごとに異なる様式の統一化、社会的なコストの低減につながることから、

地方公共団体の実情に配慮しつつ、国及び地方公共団体が協力しながら積極的に進め

ていく必要がある。 

地方税の電子申告及び国税連携の基盤となっている地方税のポータルシステム

（eLTAX）については、複数の地方公共団体に電子的な申告を行う法人等を中心に、そ

の利用が拡大されてきたところである。また、本年 10 月からは地方税共通納税システ

ムが導入され、主として法人が関係する税目で全ての地方公共団体への電子納税が可

能となり、キャッシュレス化が推進されるのはもちろんのこと、納税者、金融機関及

び課税当局の事務負担が大きく軽減される。 

地方税共通納税システムの利用促進に努めるとともに、今後、当該システムの対象

税目拡大等の eLTAX の機能強化や、主として個人向けの収納手段に係るＩＣＴ環境の

変化に対応した更なる多様化など、地方税務手続の電子化の推進について、早期に地

方公共団体と情報を共有するなど、計画的な対応が重要であることにも留意しながら、

引き続き、検討していくべきである。 

⑶ 適正・公平な課税の実現 

ＩＣＴの活用等により、納税者が自主的に適正な申告や納税を行うことができるよ

う環境を整備していくことが重要である一方、こうした自主的な適正申告等を担保す

るためにも、高額・悪質な脱税や不正還付等の事案に対しては、厳正かつ的確に対処

していく必要がある。 

経済社会の国際化が進む中、共通報告基準（ＣＲＳ）に基づく非居住者の金融口座

情報の自動的情報交換を整備するとともに、暗号資産取引やインターネットを通じた

業務請負など、経済活動の多様化が進む中、事業者等に対する情報照会など、税務当

局が高額・悪質な脱税等の端緒を把握するための制度については、これまでも順次整

備が進められてきた。引き続き、デジタル・プラットフォーマーの果たすべき役割を
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含め、適正・公平な課税を実現するための仕組みについて、検討を進めていくことが

重要である。一方、富裕層による海外投資や多国籍企業による事業活動等に対する適

正な課税を確保するためには、実際に税務調査を実施し、複雑な取引の実態を解明す

ることが不可欠である。この点、日本の税務調査は、従来、納税者の理解と協力を得

て、その承諾の下に行うことが基本とされており、また、裁判上、課税処分の立証責

任は一般的に課税庁側にあることとされている。このような枠組みの下で、納税者が

自己に不利益な情報を故意に秘匿することにより税負担を免れることがあれば、誠実

に納税を行っている国民からの税制への信頼を損ないかねず、放置してはならない。 

特に国外において行われた取引等に係る情報については、執行管轄権の制約上、税

務当局が直接現地に赴いて事実関係を確認することが困難であることから、納税者に

一定の説明責任を求めるなど、適正な情報開示を促すための仕組み等について検討す

る必要がある。また、富裕層や多国籍企業等による複雑なタックスプランニングにつ

いては、ＢＥＰＳプロジェクトでベストプラクティスとして取り上げられた義務的開

示制度（ＭＤＲ：Mandatory Disclosure Rules）など、諸外国の取組等も参考にしつ

つ、税務当局が的確に把握できるような仕組みの構築に向けて、検討を行っていくこ

とが重要である。 

こうした国外取引やタックスプランニングに限らず、税務当局が課税関係の判断に

必要な情報を求めるための制度や、その運用のあり方については、経済社会や税制自

体の変化も踏まえつつ、不断の見直しを行っていかなければならない。その際、納税

者による情報開示を促すための仕組みや、納税者の予見可能性を高めるための方策に

ついても検討が必要である。さらに、経済取引の複雑化に伴い、税務に関する不正の

手口もますます巧妙化していく中、違法・不当な行為を抑止し、その的確な是正を図

る観点から、加算税や延滞税、更正の期間制限といった基本的な枠組みについても、

総合的に検討を行っていく必要がある。 

⑷ 税に対する理解を深めるための取組 

税は、社会を支える公共サービスの費用を分かち合うものであり、国民が安心して

暮らしていくために重要な役割を果たしている。国民一人ひとりが社会を支える税の

あり方について主体的に考え、納得感を持つことができるよう、税に対する国民の理

解を深めていく必要がある。 

人口減少や少子高齢化、グローバル化等の経済社会の構造変化を踏まえつつ、財政

の現状や税の意義・役割等に関する分かりやすい広報を積極的に行い、受益と負担の

あり方に関する国民的な論議を深めていくことが重要である。学校教育においても、

将来の社会を担う子供たちが早くから税の意義・役割等について考える機会を持てる

よう、租税教育を一層充実させる必要がある。高等教育や社会人のための学びの場等

においても、このような取組が幅広く行われることが重要である。 

５．持続可能な地方税財政基盤の構築 
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地方公共団体は、福祉、教育など住民生活に密着した行政サービスを提供し、経済

社会の変化に応じて生じる地域社会での様々な課題に対応している。地方税は、地方

公共団体が地域の実情に即した行政サービスを提供するために必要な経費を賄うもの

であり、地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うものである。このことから、

地方税は、応益性を有し、負担を分かち合うものであること、さらに、地域的な偏在

性が小さく、税収が安定したものであることが望ましい。 

個人住民税は、地域社会の費用について、住民がその能力に応じ広く負担を分任す

るという性格を有するとともに、税源の偏在性が小さく、税収の安定性を備えた税で

ある。また、応益課税としての性格を明確化する観点から比例税率により課税されて

おり、地方公共団体が提供する福祉等の行政サービスの受益に対する負担として、対

応関係が明確に認識できるものである。こうしたことを踏まえ、個人住民税について

は、地方自治を支える基幹税として、今後とも、適切に確保していくことが必要であ

る。 

地方法人課税は、地方の行政サービスを支える基幹税目としての役割を担っている。

平成 27 年度及び 28 年度税制改正における成長志向の法人税改革の中で、法人事業税

の外形標準課税を拡大しつつ、所得割の税率引下げが行われた。法人事業税の外形標

準課税は、応益課税としての性格の明確化や税収の安定化等に資するものであり、今

後もそのあり方について検討を行っていく必要がある。 

地方消費税は、勤労世代など特定の者へ負担が集中せず、広く社会の構成員が負担

を分かち合うことが可能である。また、税収が安定的で、税源の偏在性が小さいなど

の特徴を有していることから、地方公共団体による社会保障制度を支える安定的な財

源としてふさわしい。こうした観点から、地方消費税は、人口減少・少子高齢化に対

応し、持続可能な地方税財政基盤を構築する上で重要である。 

固定資産税は、どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体とし、その保有と

市町村の行政サービスとの間の受益関係に着目して、毎年経常的に課税される財産税

であり、税源の偏在性が小さく税収が安定的な市町村の基幹税である。土地に係る固

定資産税については、課税の公平の観点に立って、平成９年度から負担水準の均衡化

が進められてきた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきたが、一部ばらつき

が残っており、課税の公平の観点から更に促進することが必要である。あわせて、今

後、人口減少・少子高齢化が進行していく中、市町村が住民サービスを提供するため

に必要となる財源として、その負担の公平を図りつつ安定的に確保していくべきであ

る。 

人口減少・少子高齢化に伴い、様々な課題が地域ごとに異なる様相で生じている。

地方公共団体が住民生活に密着した行政サービスを安定的に提供していくためには、

上述のような地方税の意義や役割等について広く地域住民の理解を得ながら、地方税

の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築
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を進め、持続可能で安定的な地方税財政基盤を構築することが必要である。また、経

済のグローバル化やデジタル化などが進展している。こうした様々な経済社会の構造

変化によって生じる課題に対し、応益課税の原則や各税目の性格等を踏まえつつ、引

き続き、地方税についても対応を検討していくことが必要である。 

おわりに 

経済社会がかつてない構造変化の只中にある現在、税制をはじめとする諸制度の変

革が求められている。政府においては、本答申を踏まえて、時代に即した税制を構築

していくことを求めたい。その際には、国民的な理解が得られていることが重要であ

る。当調査会としては、本答申を契機に、税制のあり方や、それにとどまらず関連す

る諸制度のあるべき姿について、国民の間で幅広く建設的な議論が行われることを期

待したい。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの答申案は、前回の総会で皆様から御一任をいただき、前回、皆様からい

ただいた御意見をできる限り反映して御用意しました。 

 この文章を原案のとおり答申とすることで、御了承いただきたいと思いますが、そ

れでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○中里会長 

 ありがとうございます。御異議なしということで、答申を原案どおり決定させてい

ただきます。 

 それでは、委員の皆様から、これまでの６年間を振り返って、御感想などがありま

したら、御発言いただきます。 

 最初に、宮永特別委員が途中で御退席ということですので、もし何かありましたら、

お願いします。 

○宮永特別委員 

 私、失礼させていただくので、先に申し上げます。 

 途中から入りました。初めのところだけ参加できませんでしたが、その後、ずっと

大変勉強になることもありましたし、それから、今回の答申案を見ますと、税という

ものは、社会にどういう役割を持っているか、また、私は経団連から出てまいりまし

たが、大企業だけではなく、いろんな立場から考えないといけないということを、更

に深く認識することができまして、私にとっても大変実りの多い、勉強になる機会で

あったと思います。大変ありがたいことだと思っています。 

 今後ともいろいろな形でこれを生かしていきたいと思いますし、また、何かありま

したら、これからも皆様とのお付き合いをいろんな形で深めていきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。 
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○中里会長 

 こちらこそ、お立場上、本当にお忙しいと思いますが、ありがとうございました。 

 なお、本日欠席の神津里季生特別委員から意見書が提出されていますので、その旨、

お伝えします。 

 それでは、順番に御感想等がもしありましたら、お聞きします。よろしいですか。 

○秋池特別委員 

 私も６年間、大変勉強になったと思っています。 

 今回の答申においては、税というものの歴史とか、成り立ちというものも踏まえた

上で、現在という時点に立ったときに、整合はしているのですが必ずしも人々の暮ら

しや社会のありように合っていないことが出てきているということについても、その

構造を解きほぐすような形で論じられているという意味において、賛同できる、優れ

たものになったと考えます。 

 ありがとうございました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 岡村委員、お願いします。 

○岡村委員 

 この間、皆様、本当にありがとうございました。 

 27ページの報告書等の一覧を見ていただきますと分かりますが、特に国際課税など

では、帰属所得主義が入りながら、最近は大きな進歩があり、デジタルプレゼンスと

いったことが重視されているようになってきています。それから、それに併せて、納

税環境の方も、いろいろと考えていかなければならないことがあります。これは６年

前にはとても思いつかなかったようなことだったと思います。 

 この６年間、本当にいろいろと勉強させていただきました。ありがとうございまし

た。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 加藤特別委員、お願いします。 

○加藤特別委員 

 私も皆さんの様々な御意見や御議論で、勉強させていただきました。 

 ただ、非常に高い知識を持つ専門家の方々がいて、細部の議論はきちんとできる一

方、税制に関しては、世論とか、国民の理解が欠かせないので、その点については、

大筋のところが修正できないというのは、大変残念に思います。私の専門は政治学で、

税制のことは、細かいことは疎いのですが、それでも明らかな方向違いの政策が行わ

れるというのは、とても残念なことだと思っています。ですから、今後、専門家の方

たちの知見がますます生かされるような政策決定になっていただけたらと思っていま
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す。 

 ありがとうございました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 神津特別委員、お願いします。 

○神津（信）特別委員 

 私は６年間のうち、実質２年ぐらい、この会議に参加させていただいて、勉強させ

ていただいたわけですが、経済のグローバル化・デジタル化等への対応という言葉に

象徴されているように、大きく変わりつつある現代社会を見据えた、すばらしい答申

ができたとの感想を持っています。 

 どうもありがとうございました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 ６年間、お世話になりました。 

 ６年間という時間は長かったのですが、議論できなかったこととして、大きく二つ

あります。 

 一つは、消費税です。軽減税率のあり方も含めて、これから消費税は、否応なく、

税制、税体系の軸になっていくわけですから、本当はもう少し議論したかったという

のが後悔です。 

 もう一つは、前回も言いましたが、地方税です。地方税はかなり20世紀的な要素が

残っている、平成どころか、昭和的な要素もまだ残っています。特に車体課税を含め

ていますので、この辺の地方税については、更に議論を深めていく必要があったと思

います。 

 それから、議論はしたが尽くせなかったと思うのは所得税の話で、入り口はすごく

大きかった気がしますが、出口が配偶者控除で終わってしまったので、あれでよかっ

たのかというのは不思議で、少し残念なところがありました。 

 これから所得控除の仕方、もちろん人的控除の拡充とか、そういった問題もありま

すが、所得控除の仕方、税額控除化とか、ゼロ税率とか、こういったところについて

も、もっと目配りがあっていいと思いました。 

 あと、よく議論したが、もう一度やらなければいけないと思ったのは、法人税です。

これも６年間の時代の流れで、もちろんこの答申の中にも出てきていますが、デジタ

ル化が進んでいったこと、グローバル化が更に進んでいっていることなどを考えると、

今までは課税ベースを広げて税率を下げるという改革をしてきましたが、諸外国を見
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ていると、税のキャッシュフロー化、法人税のキャッシュフロー税化も視野に入って

きていますので、税体系、法人税体系の抜本的な見直しが必要だと思いました。 

 いずれにしろ、６年間、お世話になりました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 高田委員、お願いします。 

○高田委員 

 まずは今回の答申がこういう形でまとめられるということで、御関係の事務方の方

ですとか、委員の方々も含めて、どうもありがとうございます。お疲れさまでした。 

 それと、私自身、この６年間、大変勉強させていただいて、改めて皆様方に御礼を

申し上げたいと思います。 

 振り返ると、６年間ですから、2013年から2019年までということになるのですが、

まさに社会構造の大きな変化というのでしょうか、特に少子高齢化ですとか、グロー

バル化、デジタル化というのでしょうか、まさに社会そのものの大きな変化の時期だ

ったと思います。 

 そういう状況の中で、非常に印象的だったのは、最初に法人税の引下げというもの

がありまして、これも大変大きなことだったと思いますし、それから、所得税のとこ

ろについても、働き方、もしくは少子高齢化の状況の中での対応というのが大きな点

だったと思います。消費税については、そんなに議論ができたわけではないと思うの

ですが、来週の実施も含めますと、この間に二回引上げがあるというのは、そういう

意味では、非常に大きなターニングポイントであると思いますし、今、三つ申し上げ

た、タックスミックスという点を踏まえた上で、今後も議論が必要だと思います。 

 私自身は、エコノミストとして、財政というのでしょうか、国債を30～40年見続け

てきているわけですが、これだけ債務が多くても何とかもっているのは、もちろんい

ろいろ要因はあるし、今の金融政策というものもあるのですが、それなりに日本とし

て、税も含めて対応し得るということに対するグローバルな信認というか、もしくは

姿勢が評価されている部分は大きいと思います。そういう意味では、一連のいろんな

意味での税の改革、具体的には、今回、消費税の引上げもありますから、そうした財

政への姿勢が、いろいろな部分から見られているということ、これを改めて認識して

おく必要があると思いますし、また、逆にそういう姿勢を示していかないと、今の財

政なり、市場からの評価が得られないというのは、我々委員として、認識を深めるべ

きではないかと思います。 

 最後になりますが、これだけの重要な状況の中で、税を国民にいかに分かってもら

えるのかというところは、非常に重要ではないかと思います。生活に絡むということ

からすると、様々な意味での教育、広報、そうしたものを、今回、これだけにまとめ

たものの中で示していくことも必要ではないかと思います。そのいい機会でもあると
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思いますので、そんなところに生かしていただければということで、まとめとしたい

と思います。 

 どうもありがとうございました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 田近委員、お願いします。 

○田近委員 

 この間、大変お世話になりました。また、このような機会を与えていただき、あり

がとうございます。 

 二点、申し上げたいのですが、今回の取りまとめの６ページなのですが、既に出て

きているように、これから日本が財政健全化をどう進めていくか。その道の中では、

消費税の議論も避けられない。そういうときに、６ページの財政の構造的な悪化のと

ころで、何回か口を挟んで、修正も含めてお願いしたのですが、なぜこだわったのか

というと、これから財政健全化の中で、消費税の見直しは避けられないので、税制調

査会もマクロの財政状況について、逃げてはいけないというか、きちんとした認識を

持つべきだと思って、いろいろと口を挟んだわけです。税制調査会としても、今後マ

クロの財政についての認識をしっかり持って、そして、７ページの最後の歳入・歳出

の一体改革をどう進めていくか。６ページ、７ページの部分を最初から意識してやる

べきだと思います。そういう意味で、口を挟みました。 

 二点目は、16ページ、17ページなのですが、岡村委員もいらっしゃるし、大変に時

代が変わったというのが我々の認識で、国際課税で、税制調査会の答申に、16ページ

の（３）ですが、恒久的施設の考え方は、国家間の課税権配分を決定するための基本

原則であるが、この「が」が重要なのですが、物理的拠点を有さずに市場国で経済活

動を行うビジネスモデルに対応しきれていない。PE原則は対応できない。その次に、

企業グループ内の独立企業原則においても、課税権の配分が適切になされるよう機能

しているかについて疑義が生まれた。つまり税制調査会の報告で、PE原則がもはや通

用せず、独立企業原則がもう通用しないと言うのは、初めてというか、空前のステー

トメントだと思います。そういう中で、ある意味でこれから新しい海図をつくってい

かなければいけないということで、この面での世界に先駆けた貢献を期待したいと思

います。 

 以上です。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 田中特別委員、お願いします。 

○田中特別委員 

 ６年間、お世話になりました。とても勉強になりました。税制をこういう形で勉強
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する機会はなかなか無かったので、最初は非常に戸惑いましたが、６年、御一緒させ

ていただいて、今日の成果に参加できたことをありがたく思っています。ありがとう

ございました。 

 感じたことは、税制だけではなくて、社会保険料の話とか、産業政策とか、こうい

ったものを議論した上で、中小企業とか、地域のあり方を考えていく必要があるのだ

ろうと考えています。その上で、大企業と中小企業は明らかに違う。この違いを良さ

として、次の時代に生きるようなあり方を考えていけたらいいと思っています。 

 こういう機会をいただきまして、本当にありがとうございました。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 土居委員、お願いします。 

○土居委員 

 ６年間、政府税制調査会の委員として議論をさせていただく機会をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 この答申を出して重荷を降ろせたとは全く思っていません。むしろこれからがなお

さら重要だと思っています。 

 まさに答申のタイトルにもあるように、令和時代の税制をどうするかということに

ついて、我が国の政府関係の会議の中で、公式にこういう形で述べたのは、政府税制

調査会が最初なのだろうと思いますが、まだ細部に魂を宿していないということだと

思います。 

 この６年間を振り返ると、何人かの委員からも御指摘があったように、法人税制、

所得税制などで、我々も細部にわたる議論をさせていただいて、そして、ある種、細

部に魂を宿して、実際の税制改正につなげる一つの橋渡しができたという意味では、

これまでの政府税制調査会のあり方とは違うという御批判というか、そういう声も世

の中にはあるようですが、我々なりの役割が一つ果たせたというのは、そういう部分

にあると思います。玄人はだしで地味なのだろうけれども、そういう議論する場をこ

こで設けられて、かつ世の中に発信することができたという点は、この６年間の一つ

の成果だと思います。 

 そういう意味で、今回は細かい話というよりは、むしろ大局的な話をするというこ

とで、この答申をまとめたということですが、喫緊の課題もこの答申の中では書かれ

ている。 

 順不同ですが、例えばデジタル課税については、来年に国際的な合意に基づく解決

策を取りまとめるというスケジュールになっているわけですが、細かい内容をどうい

うふうに評価するのか、さらにはそれを受けて、国内の税制をどういうように整合性

を持って整えていくのかという議論は、待ったなしの議論として、来年ないし再来年

にあるのだろうと思います。 
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 さらには９月下旬の国連総会にあわせて気候行動サミットが開かれて、気候変動問

題について大変関心が及んでいる中で、この答申の中でも、気候変動に対応する税制

をどう考えていくかは、検討課題ということで取り上げましたが、細かい内容はこれ

から詰めていく必要があるでしょう。 

 さらには老後の資産形成を支援する税制というものも、我々はここで議論をしてき

たわけですが、具体策はこれからということですから、細かい議論は課題としてこの

答申に書きましたが、来年、再来年というか、かなり短い目先の段階でも、議論が更

に尽くされる必要があると思います。 

 任期は９月末でということで仰せつかっていますが、次なる政府税制調査会がしば

らくお休みということにならないように、是非とも不断の税制改革議論を続けていた

だきたいと思います。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 林特別委員、お願いします。 

○林特別委員 

 皆様、６年間、どうもお世話になりました。 

 大したことは言えないのですが、感想を二点ほど述べさせていただきます。 

 私自身は、かなり前から租税が労働供給に与える影響というものをずっと研究して

いまして、そういった観点から印象的だったのは、配偶者控除をめぐる議論でした。

配偶者控除は、ジェンダー問題も絡むので、いろいろな論者の方がいろいろなところ

で様々な議論をされています。私も関心があったので、当時、いろいろなところでご

意見を拝聴させていただいたのですが、そこで気付いたことは、皆さん、制度をしっ

かりと理解していらっしゃらないという点でした。また、我々研究者が行ってきた実

証分析の結果が社会にきちんと伝わっていないということも、いたく感じました。そ

ういった意味でも、税制改革においては、世論が盛り上がって、それが政策に反映さ

れていくという点もありますから、我々がきちんとした研究をやって、社会にしっか

りと伝えていく必要があると思っています。今回の報告書でも、租税教育の重要性が

うたわれているので、通常の租税教育プラスアルファのところで、更に情報発信がで

きればと思っています。 

 また、それに関して、もう一つのポイントなのですが、ここ数年、様々な場所でEBPM

が議論されています。報告書の中でも、租税特別措置に関連して、EBPMの必要性が書

いてあります。言いにくいことですが、過去の税制調査会の報告書を見ると、税制調

査会の報告書の中で述べられている命題自体が、必ずしもエビデンスドベースドにな

っていない場合も多かったと思います。それはそのときにいた経済学者をはじめとす

る論者の思い込みとか、間違いとか、いろいろとあるのかもしれませんが、そういっ

た考えがまだ残っている部分もあると感じます。一般的な意味で申し上げますが、こ
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ういった報告書でも、適切な実証分析や研究結果を踏まえて、議論が展開されたら良

いなと思います。今回の報告書に対する批判ではありません。一般的な意味で申し上

げています。 

 以上でございます。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 平田委員、いかがでしょうか。 

○平田委員 

 私は税の専門家ではないので、一納税者として、この場に出席しましたが、公平・

中立・簡素ということで、ずっとこの議論を聞いてきたわけですが、現実の税制改正

は、いろいろな政治的な配慮もありまして、公平・中立の名のもとに、簡素のところ

が、随分ないがしろにされて、昨今の消費税の混乱ぶりを見ても、税制そのものが、

一般の人から見ると、非常に複雑な制度、分かりにくいものになってしまったと思う

ので、今後、引き続き、簡素という点も忘れないで、議論を続けていって欲しいと思

います。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 宮崎委員、お願いします。 

○宮崎委員 

 恐れ入ります。この数年の世の中の動き、社会の構造変化のスピードというのは、

目覚ましく速いものがあって、特にデジタル化、グローバル化などのテーマでは、議

論している間に、世の中の方が先に変わっていってしまうところがあったと思います。

それをどう受けとめるかという難しさの中での議論だったと思うのですが、追いかけ

ていくと、追いつかないのです。だから、もっと違う次元で、待ち構えて対処しなけ

ればいけないと思うのですが、そこまで踏み込むことができたのかというところは、

残念だったような気がします。 

 戦術論的な話は、十分にここで展開されたと思うのですが、戦略論的な部分、先ほ

ど加藤特別委員もおっしゃったような大枠の部分とか、実際、この社会をどうしてい

きたいのかとか、例えばPE原則が通用しないといったら、どうすればいいのかという

ところまでの解について、具体的に踏み込んで議論していくところまでは、時間が足

りなかった気がしています。その部分はこれからの課題だと思います。 

 公平・中立・簡素、この大原則の部分も、平田委員がおっしゃいましたが、簡素と

はどういう意味か、これは辞書の中身を書き換えなければいけないぐらい、全く簡素

ではないと思います。その辺は、いちいち原則のところに戻って、それに照らしてど

うかという、評価の部分も含めて考えることも必要だと思い、６年間の間にできたか

というと、よく分かりませんが、まだまだ時間が足りなかったかもしれないと思って
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います。 

 以上です。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 山田特別委員、お願いします。 

○山田特別委員 

 教わることばかりの政府税制調査会だったと思っています。 

 その中で、一つ、給与所得控除の見直しがもっと抜本的に進むのかと思ったら、結

果として、部分的修正にすぎなかった、こんなものなのか、ちょっと残念だと思って

います。これからの見直しの中で、大きく見直されていかないといけない税制だと思

います。 

 以上でございます。 

○中里会長 

 ありがとうございます。 

 神野会長代理、お願いいたします。 

○神野会長代理 

 私は、皆様に御礼とおわびを申し上げるしかないですが、一つは、今日、このよう

な形で「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」として、報告をま

とめることができたのは、皆様方の御協力と御議論のたまものでございますので、こ

れは御礼を申し上げたい。 

 おわびは、特に中里会長におわびを申し上げなくてはいけないのですが、会長代理

というのは名ばかりで、実質的な御協力ができなかったということを深くおわび申し

上げます。また、皆様方にもおわびを申し上げる次第でございます。 

 私は、この６年間の税制調査会の成果をまとめるに当たって、経済社会の構造変化

ということをキーワードにまとめられたことは、大変うれしく思っております。中間

の論点整理でも、25年間における社会の大きな変化を見させていただきましたが、私

の考えでは、大げさに言えば、人間の歴史にとって、そういう根源的な構造的な変化

が起きていると思っています。 

 私のように、経済学をかじった者でも、経済学はいつも価格議論と価値議論、背後

に価値議論があったわけですが、もう一回、価値議論を再創造していかないと、価格

議論だけで、人間と自然の物質代謝としての経済が説明できなくなってきている時代

に移っていると思います。 

 さらに、構造変化で大きな点は人間の関係性です。25年間の変化のデータを見て、

恐るべきことは、人間の関係性が大きく崩れ始めた、崩壊し始めたということだと思

います。人間の関係性の崩壊が租税の問題にも関わってきて、租税は人間の共同社会

の共同の困難を解決していくための重要な手段であるにも関わらず、それに対する関
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係性が失われたために、シュメルダースの言葉を使えば、租税帝国は非常に強くなっ

て、共同の困難の問題すら、困難になってきている気がします。 

 いずれにしましても、こういう大きな変化が起きたときには、物事の点、点という

のは、面積もなければ、長さも無いわけで、ただ、位置だけを示しているわけですが、

位置だけを示している点みたいなものを見つめなければならなくなってきた。貨幣と

は何かとか、租税とは何か、国家とは何かから始まって、それこそ根源的に人間とは

何かという問題さえ、背後理念として考えながら、物事を見ていく必要があると思い

ます。 

 この報告書も、背景に租税に関して、人間の関係性に基づいて、お互いに支え合う

ものだという思想がどうにか息づいているということを実感して、この点については、

非常に良かったと思います。 

 最後に、最初に戻るわけですが、これだけの成果を上げることができたことに対し

て、皆様方に感謝するとともに、また私の至らなかった点について、おわびを申し上

げて、締めくくりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○中里会長 

 こちらこそ、本当にお世話になりました。 

 さらにもう一言という方は、いらっしゃいますか。よろしいですか。 

 委員の皆様それぞれのお立場から、いろいろとお考えもあるかと思います。しかし、

皆様の御意見を集約するという作業の中で、これができたということですので、その

点は御理解ください。 

 ここでは、現状認識、及び、将来へのこれだという一つだけのものではなくて、メ

ニューの提示、大体この二つをやってきたわけですが、課税というのは、経済取引を

対象としてなされますから、経済取引、あるいは経済社会が変化すると、それに対応

して租税制度が自らを調整していかなければいけないというのは、いつの時代におい

ても同じことです。今もそれが起こっているということです。継続性の中で、白地に

絵を描くように、全てを一度にというわけにはなかなかいかないという現実の制約が

あります。できることをできる範囲で、できる順番にというつもりでやってきたわけ

です。 

 その中で最も重要なのは、まとめのところに書いています、26ページの「おわりに」

です。「国民的な理解」、「国民の間で幅広く建設的な議論が行われる」、結局ここ

に尽きると思います。税制調査会で議論しても、我々が税制を決めてしまうわけには

いかないわけで、国民の皆様に議論していただく、そのための建設的な材料を提供す

るということをこの６年間やってきたと思います。 

 以上が私の感想です。 

 委員の皆様には、これまでの６年間、多岐にわたる論点について、熱心に御議論い
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ただき、その成果として、多数の報告書や論点整理を公表してまいりました。その集

大成として、本日、答申を取りまとめることができたのは、全ての委員の皆様、事務

局の方々の御協力のおかげであり、心から感謝申し上げます。私のような非才・非力

な人間が、このような取りまとめにコミットできたこと、皆様のおかげで、何とかこ

こにたどり着いたということ、心から感謝申し上げます。 

 皆様に御議論いただいたように、経済社会が大きく変化している中で、社会の諸制

度も見直しを求められているわけです。諸制度の中でも社会的なインフラである税制

に対し、国民の関心が高まっている中、当調査会として、税制のあり方について一定

の考え方を示せたことは、意義深いと思っています。 

 令和という新しい時代に税制がどうあるべきか、この答申をきっかけとして、国民

の皆様に考えていただくきっかけとなれば、誠に幸いなことだと考えています。 

 それでは、本日は終了します。 

 答申の内容については、この後、記者会見で御紹介したいと思います。 

 本日も大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。本当

にありがとうございました。 

[閉会] 

 


